
　

ま
ち
の
発
展
を
支
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
市

税
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
健
康
を
守
る
医
療

保
険
制
度
の
基
礎
で
あ
る
国
民
健
康
保
険

税
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
岡
谷
市
を
支
え
る
大

切
な
財
源
で
す
。
市
で
は
、
税
負
担
の
公

平
性
を
維
持
す
る
た
め
に
滞
納
額
減
少
に
向

け
た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
国
税
局
Ｏ
Ｂ
職
員
の
雇
用
に
よ
り

徴
収
体
制
強
化
を
図
り
、
納
税
秩
序
の
維
持

と
税
の
公
平
性
を
確
保
し
ま
す
。

　

滞
納
が
発
生
す
る
と
職
員
が
昼
夜
を
問
わ

ず
滞
納
整
理
に
あ
た
り
、
こ
れ
に
か
か
る
督

促
・
催
告
業
務
や
人
件
費
に
は
、
納
税
者
の

貴
重
な
税
金
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
す
べ
て
の

税
金
を
納
期
限
内
に
納
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

滞
納
整
理
に
か
か
る
業
務
経
費
が
不
要
と
な

り
、
そ
の
費
用
を
市
民
の
よ
り
良
い
暮
ら
し
の

た
め
に
有
効
利
用
で
き
ま
す
。
納
期
限
内
の

納
税
に
、
ぜ
ひ
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

税
金
に
は
各
期
ご
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
納
期

限
が
あ
り
ま
す
。
納
期
限
に
つ
い
て
は
、
お

手
元
の
納
税
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
納
付
方
法
は
納
税
通
知
書
な
ど
に
よ
り

現
金
で
納
め
る
方
法
と
口
座
振
替
で
納
め
る

方
法
が
あ
り
、
納
付
場
所
に
つ
い
て
は
市
役

所
、
各
支
所
、
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
納
税
通
知
書
の
裏

面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

納
税
者
が
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
い
な
い

状
態
を「
滞
納
」と
い
い
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、
本
来
納
め
る
税
額
以
外
に
督
促
手
数

料
、
延
滞
金
を
納
め
る
こ
と
に
な
る
ほ
か
、

滞
納
処
分
を
受
け
、
強
制
的
に
税
金
の
徴
収

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
滞
納
処
分
は

法
律
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
本
人
の
意
思
に

か
か
わ
ら
ず
執
行
さ
れ
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
事
情
で
、
市
税
を
納
期
限
ま

で
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
分
割
で

の
納
付
や
、
納
付
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
病
気
や
ケ
ガ
で
働
け
な
く
な
っ
た

●
失
業
や
事
業
不
振
な
ど
で
著
し
い
損
害
を

受
け
た

●
災
害
や
盗
難
で
損
害
を
受
け
た

公
平
な
納
税
の
た
め
に

税
金
は
い
つ
ま
で
に
ど
こ
で
納
め
る
の
？

国
税
局
Ｏ
Ｂ
職
員
に
よ
る
滞
納
処
分
強
化

滞
納
整
理
に
も
税
金
は
使
わ
れ
て
い
ま
す

税
金
を
滞
納
す
る
と
ど
う
な
る
の
？

納
税
が
困
難
な
時
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

便
利
な
口
座
振
替
を

　
　
　
　
　
　
　

お
勧
め
し
ま
す

税金の納め忘れはありませんか？ 5月は滞納整理強化月間です

問合せ●税務課（内線１１３８・1139）

いつでもカンタン納付

好評のクレジット納付
　軽自動車税の納付は、便利で簡単なクレジット納付をご利
用ください。
●ご利用期間…５月1日（水・祝）～31日（金）　　　
●携帯電話からもご利用いただけます！
　パソコンから…http://koukin.yahoo.co.jp/
　携帯電話から…http://koukin.mobile.yahoo.co.jp/
※1万円を超える納付金額には、決済手数料がかります。
　（2万円までは1件につき税込み108円）

◎インターネットにアクセスできれば、24時間、土・日・祝日、い
つでもどこからでも支払えます。
◎支払い方法が一括払い、分割払い、リボ払いから選べます。
◎クレジット会社所定のポイントがたまります。

クレジットカードならではのメリット

●取扱カード
　ブランド

コンビニ納付　市税がコンビニで納付できます
　税金が、全国のコンビニエンスストアで、納付できます。
土・日・祝日、夜間も納付できますので、ご利用ください。
◎コンビニで納付できる市税
　●固定資産税　　　●軽自動車税
　●国民健康保険税　●市県民税（普通徴収）
※注意…納付の際は、納付書に記載されている期別と納期
限を確認のうえ、間違いのないよう期別の順に各納期限
までに納付してください。
◎次の場合はコンビニエンスストアでは納付できませんの
で、納付書裏面に記載されている金融機関などで納付
してください。
●納付書に記載されている納期限（コンビニ利用可能期
限）を過ぎた場合 
●納付書1枚の金額が30万円を超える場合 
●納付書にコンビニ納付用バーコードが印刷されていな
い場合

　

市
税
な
ど
の
納
付
に
は
、
納
め
忘
れ
が

な
く
、
納
付
の
手
間
も
省
け
る
口
座
振

替
が
便
利
で
す
。
お
申
し
込
み
は
、
市

役
所
ま
た
は
各
支
所
、
金
融
機
関
に
あ
る

「
市
税
等
口
座
振
替
依
頼
書
」
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
取
扱
い
金
融
機
関
な
ど
、
詳
し
く
は

税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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　令和元年度の国民年金保険料は月額「16,410円」です。早めのお
支払い（前納）や、口座振替を利用されると、保険料がお得になります。
◆国民年金保険料の納期限は「納付対象月の翌月末日」です。口座振替１
か月前納は「納期限よりも１か月早く口座より振替(納付対象月末振替)」
する方法です。

●岡谷年金事務所では、予約制により年金相談を実施しています。
　ご利用ください。

※詳しくはお問い合わせください。
　電話相談受付…午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　　　　（土・日・祝日、年末年始を除く）

問合せ●岡谷年金事務所 ☎２３-３６６１

国民年金保険料の納付について

令和元年度 １か月分 6か月分（4月・10月） 1年分（4月） 2年分（4月）
現金支払（月々） 16,410円 98,040円 196,920円 ※395,400円
現金支払（前納）

割引額
97,660円
800円

193,420円
3,500円

380,880円
14,520円

口座振替（前納）
割引額

16,360円
５０円

97,340円
1,120円

192,790円
4,130円

379,640円
15,760円

※令和元年度保険料額（16,410円/月×12か月）＋令和2年度保険料額（16,540円/月×12か月）

◆
減
免
対
象
…
４
月
１
日
現
在
、
次
の
⑴
〜
⑶
の

要
件
を
全
て
満
た
す
人

⑴
障
が
い
要
件

　

各
種
障
害
者
手
帳
な
ど
を
有
す
る
人

⑵
使
用
要
件

　
（
次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
）

①
障
が
い
の
あ
る
本
人
が
運
転
す
る
こ
と

②
障
が
い
の
あ
る
人
の
た
め
に
、
生
計
を
一

に
す
る
人
が
運
転
す
る
こ
と

③
障
が
い
の
あ
る
人
の
た
め
に
、
日
常
的
に

介
護
す
る
人
が
運
転
す
る
こ
と（
障
が
い
の

あ
る
人
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
に
限
り

ま
す
）

⑶
所
有
要
件

　
（
車
の
所
有
者
が
次
の
①
、
②
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
こ
と
）

①
障
が
い
の
あ
る
人

②
身
体
に
障
が
い
の
あ
る
人
が
18
歳
未
満

か
、
知
的
ま
た
は
精
神
の
障
が
い
の
あ
る

場
合
は
、
生
計
を
一
に
す
る
人

◆
手
続
き
…
５
月
24
日（
金
）ま
で
に
税
務
課
窓
口

で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

●
減
免
申
請
書（
税
務
課
窓
口
に
あ
り
ま
す
）

●
印
鑑　
　

●
納
税
通
知
書

●
自
動
車
検
査
証

●
運
転
者
の
運
転
免
許
証

●
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳 

な
ど

●
個
人
番
号
の
わ
か
る
も
の（
通
知
カ
ー
ド
＋
顔

写
真
つ
き
の
身
分
証
明
書
、
ま
た
は
個
人
番

号
カ
ー
ド
）

※
１
回
の
申
請
で
毎
年
度
継
続
し
て
減
免
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〈
新
た
に
申
請
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
〉

●
軽
自
動
車
を
乗
り
換
え
て
い
る
場
合

●
障
が
い
の
あ
る
人
と
運
転
者
が
異
な
る
場
合

で
、
運
転
者
に
変
更
が
生
じ
た
場
合

〈
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
〉

●
障
が
い
の
あ
る
人
が
死
亡
し
た
場
合

●
障
害
者
手
帳
を
返
却
し
た
場
合
（
障
が
い
者

で
な
く
な
っ
た
場
合
）

●
身
体
障
が
い
者
が
18
歳
に
達
し
た
場
合
（
同

一
生
計
者
名
義
の
軽
自
動
車
は
減
免
で
き
ま

せ
ん
）

●
障
が
い
等
級
の
変
更
に
よ
り
要
件
に
該
当
し

な
く
な
っ
た
場
合

●
減
免
対
象
の
軽
自
動
車
が
、
障
が
い
の
あ
る

人
の
た
め
に
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
場
合

●
普
通
自
動
車
な
ど
で
減
免
を
受
け
て
い
る
場
合

（
１
人
１
台
の
減
免
で
す
）

●
障
が
い
の
あ
る
人
と
減
免
対
象
と
な
っ
て
い

る
軽
自
動
車
の
所
有
者
と
の
生
計
が
一
で
な

く
な
っ
た
場
合

問
合
せ
●
税
務
課（
内
線
１
１
２
７
）

※
た
だ
し
障
が
い
の
等
級
や
世
帯
構
成
に

よ
っ
て
、
対
象
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て

◎口座振替
申込み…口座振替申出書に必要な事項を
記入･押印し、金融機関、岡谷年金事務
所、または市役所でお申し込みください。
なお、口座振替による前納で、６か月分、
１年分、２年分のお申し込みについては、
振替開始に併せて申し込み締め切りがあ
りますのでご注意ください。

◎現金支払い
支払い方法…納付期限に注意し、銀行など
の金融機関、郵便局、コンビニエンスス
トアにて納めてください。納期限は｢納付
対象月の翌月末日｣です。納付書の使用
期限とは異なりますのでご注意ください。
また、前納を希望する人は、領収書日付
印欄に「前納」「上期」「下期」と記載され
た前納専用の納付書をご利用ください。

納
税
証
明
書
は
車
検
に
必
要
で
す
の
で
、
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
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問合せ●行政管理課（内線１５２６）

平成30年度　行政評価の取組
　以下の３つを主な目的として、平成２９年度に市が実施したすべての事務事業を評価しました。
①職員の意識改革・政策形成能力の向上　　②事務事業執行の改革改善
③重要性の低い事業の休廃止・事業の優先順位付け

●事務事業評価および施策評価（職員による内部評価）
評価名 評価件数 内　容

事務事業評価 484件

平成２9年度に実施した事務事業について、妥当性・
有効性・効率性の観点から評価および改善案を策定
し、次年度の計画および事業実施へフィードバック
※補助金負担金の事務事業評価は３年に1度実施
　（平成２９年度：１９１件）

施策評価
（施策＝内容の
似た事務事業を
まとめた単位）

41件

・施策の実施状況を把握し、施策目標の達成度を
評価

・施策を構成する各事務事業について、施策に対
する貢献度から優先度を判断し、次年度の施策
の基本的な考え方として予算編成、組織改正に
おいて参考

A：事業拡大
13.1％

B：現状維持
84.3％

C：見直し
1.3％

D：完了・統合 1.3％

優先度の分類
A：事業拡大  B：現状維持  C：見直し  D：完了・統合

●行政評価外部評価
　（行政評価外部評価委員会（市民）による評価）
　平成３０年度は、新たな行財政改革に関する計画の策定年度
であったことから、外部評価は行いませんでした。

平成３０年度に評価をした、平成２９年度実施のすべ
ての事務事業評価結果は、市のホームページ、市
役所１階情報公開コーナーで公表しています。

施策評価における事務事業の優先順位などの割合

問合せ●介護福祉課（内線１２76）

認知症サポーター養成講座
　認知症サポーターは、認知症について正しく理
解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かく
見守る「応援者」です。特別何かをする人というよりは、物忘れで
困った人と出会ったときに「どうしました？」とやさしく声をかけよう、
という気持ちでいることが認知症サポーターの役割です。
　認知症の人もそうでない人も“お互いさま”と思えることが、「認
知症になっても安心して暮らせる岡谷市」につながります。

場所…温泉デイサービス 湯けむり（旧ヘルシーパル）
持ち物…筆記用具
講師…社会福祉法人 平成会 湯けむり
　　　古内 悦子さん

期　日 時　間 期　日 時　間
5月17日（金） 午後２時～

３時３０分
11月19日（火）

午後２時～
３時３０分

6月19日（水） 12月18日（水）
7月19日（金） 午後６時３０分～

８時
1月１7日（金）

８月２0日（火） 2月１9日（水）
９月１8日（水） 午後２時～

３時３０分
3月18日（水）

10月１6日（水） ※1回完結の講座です。

 

図
書
館
情
報

5
月
の

　

問
合
せ
●
市
立
岡
谷
図
書
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
２
２ｰ

２
０
３
１

　

絵
本
の
読
み
聞
か
せ
、
語
り
、
紙
芝
居
、

パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
な
ど
の
お
は
な
し
会
を
定

期
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。
お
は
な
し
の
世
界

を
い
っ
し
ょ
に
楽
し
み
ま
し
ょ
う
♪

☆
ち
い
さ
な
お
は
な
し
の
森（乳

幼
児
向
け
） 

日
時
…
５
月
21
日（
火
） 

　
　
　

午
前
11
時
〜
（
30
分
程
度
）

☆
お
は
な
し
の
森（
園
児
〜
小
学
生
向
け
） 

日
時
…
５
月
４
日
・
11
日
・
18
日
・
25
日

の
土
曜
日 

午
前
11
時
〜
（
20
分
程
度
）

☆
手
作
り
絵
本
巡
回
展

日
時
…
５
月
18
日（
土
）・
19
日（
日
）

　
　
　

午
前
10
時
〜

※
会
場
は
い
ず
れ
も
、
市
立
岡
谷
図
書
館
２

階
会
議
室
で
す
。

◉
５
月
の
休
館
日
…
７
日
・
8
日
・
13
日
・
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参加無料

申込み不要
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申込み・問合せ●都市計画課（内線1373）

申込み・問合せ●都市計画課（内線1372・1374） 

　がけ地の崩壊や、土石流の発生のおそれのある土砂災害
特別警戒区域内に建っている住宅を移転する場合、補助を
行います。
①危険住宅除却等に対する補助
危険住宅の除却費、跡地整備費、仮住居費とその移転に
伴う諸経費に対し、補助をします。
★限度額…80万2,000円
②危険住宅に代わる住宅の建設への助成
危険住宅に代わる住宅の建設または購入するための資金を
金融機関などから借入した場合に、当該借入期間中の借
入利子に相当する額を助成します。
★限度額…建物費：４57万円、土地購入費：２０６万円、
　　敷地造成費：５9万7,000円　小計：７22万7,000円

※この補助を受けたい人は、事前にご相談ください。

土砂災害特別警戒区域の住宅の移転を補助住宅の耐震診断・補強を行いましょう
①専門家（長野県木造住宅耐震診断士）による
　住宅の無料耐震診断
「耐震診断申込書」に必要事項を記
入し、提出してください。
対象…以下のすべてに該当する住宅
◎昭和56年5月31日以前に工事着手
した住宅（賃貸は除く）
◎一戸建ての住宅（店舗などの併用住宅を含む）
◎在来工法の木造住宅
②住宅の耐震補強工事費の補助
耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の住宅の補強工
事を行う場合に、工事費用の一部を補助します。地震
はいつ起きるかわかりません。自宅の安全対策を始め
ましょう！ 詳しくはお問い合わせください。
★補助額…工事費の８割、限度額100万円

対象…以下のすべての要件を満たしているもの
◎対象となる道路に接するブロック塀、石造、れんが造などの建材を積み上げて造る組

そ

積
せき

造
ぞう

の塀（門柱を含む）
◎道路面からの高さが1mを超えるもの
◎ブロック塀等が建築基準法に定める技術的基準に適合せず、倒壊の危険性があるもの
◎上記のブロック塀等の撤去を施工業者などに発注するもの
対象者…個人住宅、併用住宅および宅地などにおいて、ブロック塀などを所有する人
★補助額…撤去費用の2分の1または1mあたり8,000円のいずれか少ない方の金額　限度額10万円
★申込み締切…10月31日（予定）

空き家は所有者に管理責任があります
　空き家の所有者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、建物を
適法な状態で管理しなくてはならず、また、他人に損害を与えた場合、損
害賠償の対象となります。空き家は適正な維持管理を継続するか、解体し、
周辺への影響を防ぎましょう。

空き家バンクを活用しよう！
　空き家を売りたい・貸したい、空き家を
除却した土地を売りたい・貸したい…あな
たの空き家情報を岡谷市で暮らしたい人
に発信します。
【登録できる空き家など】
①個人の居住を目的として建築され、現
在空き家になっている住宅
②建物除却後1年未満の土地で、居住を
目的とした建物を建築できるもの
★登録物件の売買・賃貸契約の成約で、
登録者に空き家バンク活用推進奨励金
５万円を交付します。

ブロック塀
べ い

などの取り壊し費用の一部を補助します

【岡谷市老朽危険空き家対策補助金】
　老朽化して、倒壊または建築材などの飛散のおそれのある、危険な空き家
の解体工事費用を助成します。（対象：下記の全ての条件を満たす空き家）
①1年以上使用されていない一戸建で、２分の１以上が住居であること。
②住宅地区改良法に規定する不良住宅と同等の空き家であること。
　※市が不良住宅の判定をします。
③倒壊すれば隣接道路、隣地へ悪影響を及ぼすおそれがあるもの。
④個人が所有する空き家であること。
⑤所有権以外の権利が設定されていないこと。または他の権利者が解体の
同意をしていること。
★補助額…解体費用の２分の1以内で上限20万円　★補助件数…年間8件

登録物件は市ホームページでチェックで
きます。“ 岡谷市  空き家バンク ”で検索！
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